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令和８年 1 月 30 日、花巻労働基準監督署において、渡辺幸輝署長より、公益財団法人岩手労働基準協会花巻支部 支部長 宮澤一郎氏に

「岩手労働局労働基準行政関係功労者表彰」の表彰状を伝達しました。 

この表彰は、労働基準行政に係る各種施策の推進に貢献し、特に顕著な功績に対して岩手労働局長が表彰するものです。 

労働災害発生状況 Ⅰ 

花巻監督署    情報チャンネル 令和８年３月号 

岩手労働局労働基準行政関係功労者表彰を行いました Ⅲ 

図・表等に必要なリンクを付けていますので適宜クリックしてご覧ください。 

 令和 6 年 

（確定値） 

令和 7 年 

（速報値） 

増 減 

（人） 

増減率 

（％） 

全産業 356 ④ 375 ② +19 +5.3 

 
製造業 77 

(17) 
88 ① 
(19) 

＋11 ＋14.3 

建設業 54 ③ 
(10) 

49 
(11) 

－5 －9.3 

運送業 45 
(10) 

62 
(12) 

＋17 ＋37.8 

農林業 8 
(0) 

9 
(1) 

＋1 ＋12.5 

商業 53 
(25) 

67 
(36) 

＋14 ＋26.4 

社福 23 
(11) 

20 
(2) 

－3 －13.0 

接客娯楽 23 
(11) 

18 ① 
(8) 

－5 －21.7 

ビルメン 10 
(8) 

17 
(14) 

＋7 ＋70.0 

労働者死傷病報告集計。コロナ感染除く。〇は死亡者数 (  ) は転倒でそれぞれ内数。 

製造業では、特に「食料品製造業」が前年比＋61.5%の大幅増加

で、機械による挟まれ巻き込まれ災害（死亡 1）、転倒災害が多発している

ことから、転倒防止対策、機械災害の防止対策のさらなる強化が求められ

ます。（※機械災害について４ページ目Ⅷをご覧ください） 

商業やビルメンでは、半数以上が転倒災害であり、転倒防止対策の

徹底が求められます。 

全業種共通課題は、やはり「転倒」です。全国的にも職場の労

働年齢も高齢化の一途をたどり、その影響が「転倒災害の増加」という形

で表れています。 

このため、労働安全衛生法が改正され、令和８年４月から、高年齢労働

者の労働災害の防止を目指し、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の

改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが努力義務化されます。 

「安全衛生課からのお知らせ２月号」をご参照ください。 

高年齢労働者の現状、対策など資料 ➡ 

高年齢労働者の労働災害防止対策について 

指針、ガイドラインなど高年齢労働者の 

安全衛生対策全般はこちら ➡「高年齢労働者の安全衛生対策について」 

エイジフレンドリーガイドラインの取組みを進めましょう Ⅱ 

渡辺署長 宮澤一郎氏 

宮澤一郎氏は、企業の代表取締役、経営者団体・

公益団体の役職を務め繁忙を極める中にあって、

1991 年（平成３年）６月から公益財団法人岩手労

働基準協会花巻支部の監事を24年間、2015年（平

成27年）６月から同花巻支部の副支部長、2019年

（平成 31 年）４月から支部長職務代理を務められ

るとともに、同年６月には支部長に就任され、花巻

支部会員事業場はもとより、花巻労働基準監督署管

内事業場の労務管理及び安全衛生管理水準の向上に

大きく貢献したことが評価され、今回、岩手労働局

長表彰となりました。 

長年のご尽力に感謝申し上げます。 

 

20 代に比べ体力等の衰えが見え始める 50 代から労働災害・死亡災害が顕著に増加していることはこれまでも何度かお伝えしており、

高年齢者の労働災害防止対策が重要な課題になっていることも既にご案内のとおりです。 

しかし、「エイジフレンドリーガイドライン」を知っている」とする事業場は 23.1%、「高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り

組んでいる」とする事業場は 19.3%と低調な状況です（令和５年労働安全衛生調査）。また、取り組んでいない理由は「高年齢労働者は

健康である」が 48.1%となっていますが、本当でしょうか。10 年前と比べ、業務上疾病、健康診断の有所見率はいずれも増加しており、

50 歳以上の労働災害の発生率も高く、休業日数も相対的に長くなっているのが現状です。 

労働年齢の高齢化は益々増加することが見込まれている中、上記のような現状を踏まえつつ、労働安全衛生法が改正され、高年齢者の

労働災害防止のための措置が、業種・規模を問わず全ての事業場について、令和８年４月１日から努力義務化になります。 

（参考：第 170 回安全衛生分科会資料「高年齢労働者の労働災害防止対策について（その３）」 

 

高年齢労働者の安全衛生対策 

エイジフレンドリーガイドライン 

高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル 

（チェックリストと職場改善事項） 

（105） （115） 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002537811.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001325694.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001325694.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0903-1a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0903-1a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001325694.pdf
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もっと詳しく➡「警察庁 自転車のルール」 「道路交通法の改正について」 「自転車ルールブック」 「自転車の安全利用の促進」 

改正女性活躍推進法（女活法）が 4 月 1 日から施行 Ⅳ 

通勤時や業務中の交通事故にご注意ください（道交法改正） Ⅵ 

女性活躍推進法が改正され、常用労働者 101 人以上の事業主に、令和8 年4 月1 日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から概ね

３か月以内に、直近の事業年度の男女間賃金差異、女性管理職比率を情報公表することが義務付けられました 

詳しくは、岩手労働局 雇用環境・均等室 019-604-3010 にお問い合わせください。 

 

「行動計画」 

こちら参照↓ 

2024 年 11 月自転車の「ながらスマホ」

が罰則強化！「酒気帯び運転」は新たに

罰則対象に！（政府広報オンライン） 

やめよう！運転中の
スマートフォン・携
帯電話等使用 

（警察庁 HP） 

営業、配達、通勤などで

車・自転車を使用する場

合は、道路交通法を遵守

しましょう！ 

（警察庁リーフレット） 

岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金」を活用しませんか Ⅴ 

申請受付 

令和８年２月 13 日から 

岩手県 物価高騰対策賃上げ支援金についてのお問い合わせはこちら 

物価高騰対策賃上げ支援事業事務局 

     〒020-8777 盛岡市神明町 5-5 岩手県火災共済会館3階 

花巻市 食料品等物価高騰支援給付金 

物価高対応子育て応援手当 

北上市 物価高騰対策給付金 

物価高対応子育て応援手当 

奥州市 低所得者等臨時特別対策助成金 

物価高対応子育て応援手当 

各自治体の給付金等もご利用ください 

１事業者 

１回限り 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyokatsu0801-1.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/000562597.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukintou.html
https://www.iwate-cycle.jp/common/media/b2c3d1fdf5b1eb309e76d99f90c30f8b.pdf
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.files/residential_roads.pdf
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/r7_leaflet_nagaeasumaho_jp.pdf
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/document/pdf/flyer.pdf?20260205
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kenko_iryo_fukushi/oshirase/1019883/1024915.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/kosodateshien/teate_jyosei/1024710.html
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/seisakukikakuka/seisakusuishingakari/5/chihousouseirinjikouhukin/29147.html
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kosodateshienka/ikujishiengakari/1_1/28990.html
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/8/1060/4/17436.html
https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/9/1063/3/17354.html
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2026 労働基準監督官採用試験のご案内 Ⅶ 

労働災害事例 ② 挟まれ・巻き込まれ Ⅷ 

全国では、約380万の職場で約5,500万人が

働いています。 

働く人にとって安心・安全な職場環境を実現

するためには、労働基準法などで定められた労

働条件が確保され、その向上が図られることが

重要です。 

労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づ

いてあらゆる職場や工場等に立ち入り、法に定

める基準を事業主に守らせることにより、労働

条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保

を図り、また、不幸にして労働災害にあわれた

方に対する労災補償の業務を行うことを任務と

する厚生労働省の専門職員（国家公務員）で

す。 

詳しくは、リーフレットをクリック！ 

「理系」の方大歓迎！➡ 

「労働基準監督官」を職業選択の一つとして

考えてみませんか。 

「挟まれ・巻き込まれ」災害は転倒災害に次いで２番目に多い状況です。 

「挟まれ・巻き込まれ」の典型的な原因は以下のとおり多彩です。 

・回転部分や可動部分の安全カバーが無い、安全カバーを外したまま使用 

・点検・掃除の際に機械を停めなかった 

・安全装置（光線式やリミットスイッチ等）が無い、作動しなかった 

・無理な体制で手を入れた、作業服の袖口や手袋が巻き込まれた 

・作業手順書が未作成、安全教育が未実施 

PR動画もご覧ください。 

挟まれ・巻き込まれ災害の発生状況（岩手労働局） 

令和１ 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 令和 6 令和 7 

65 58 89 72 62 61 69 

岩手労働局 労働災害統計（令和７は速報値） 

挟まれ･巻き込まれ防止のポイント  

□ リスクアセスメントの実施 

□ 回転部・可動部、刃物類等には安全カバー取付ける 

□ 固定用ボルト等は「埋頭型」にするか、囲いを取り付ける 

□ 安全カバーにはリミットスイッチを取り付け、外した状態で使用す

ることを防ぐ 

□ 点検・清掃時の作業手順書を整備し、安全教育を実施する 

□ 非常停止装置を設け、作動状況を点検する 

食料品製造業、飲食店、小売業などで、食品加工用機械

（切断機・切削機（カッター・スライサー等）、粉砕機・混合機（ミ

キサー・ミル等）、ロール機（製菓・製麺用等）、成型機・圧縮機

（型抜き、押出し、圧縮、圧搾等））を使用する場合の安全対策をご

確認願います。 

平成25 年10 月から改正労働安全衛生規則が適

用され、作業の特性に応じた安全対策が義務付け

られています。        リーフレット➡ 

 

外国人・技能実習生等を雇用している場合は、 

母国語での安全教育や表示等も丁寧に行いましょう。 

もっと詳しく↓ 

機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック 

労働安全衛生規則第24 条の13（機械に関する危険性等の通知） 

「残存リスク」情報を提供（残存リスクマップ、残存リスク一覧を作成し、

交付）しましょう。 

機械安全規格を活用して労働災害を防ぎましょう 
① メーカーによるリスク低減措置 

② 据え付け業者によるリスク低減措置 

③ ユーザーによるリスクアセスメントとリスク低減 

社会人も応募可 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150722-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouseiroudoushou/saiyou/kantokukan_kouhou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouseiroudoushou/saiyou/kantokukan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouseiroudoushou/saiyou/kantokukan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouseiroudoushou/saiyou/kantokukan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouseiroudoushou/saiyou/kantokukan.html
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/dl/roudoukijun_241227_03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001621804.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/toukei-kenan.html#T1
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kikai_kikaku_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150722-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150722-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150722-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150722-1.pdf
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  岩手労働局労働基準部監督課は、令和７年 12 月の建設現場に対

する監督指導結果を公表しました。 

令和５年、６年に比べ違反率が高くなり、違反の内容としては、

墜落防止対策の欠落が目立ち、建設機械の安全対策も

指摘されています。 

建設業の 5 大災害を防止するため、各社・各現場では、現在行わ

れている作業に対する安全対策が確実に守られているか、今一度ご

確認をお願いします。 

 建設現場の監督指導結果 Ⅹ

安全衛生管理計画を作成しよう！ Ⅺ 労災補償 通勤災害 Ⅻ

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛

散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正 
Ⅸ 

企業各社では、１年間の安全衛生活動計画を定めた「安全衛生

管理計画」を作成し、計画的かつ積極的な安全衛生活動を展開し

ていただいております。 

計画策定に当たって、事故ケガの防止といった安全対策は

しっかり計画していますが、健康管理・メンタルヘルス・化学物

質対策、職業性疾病の予防、腰痛予防等に関する衛生対策、安全

教育、衛生教育の実施など、「労働衛生対策」については不十分な

状況も散見されます。 

また、「心の健康づくり推進計画」は作成しておらず、ス

トレスチェックを行うだけという例もあり、メンタルヘルス対策

の取組みが低調な状況が見受けられますので、安全衛生管理計画

の作成とともに、「心の健康づくり推進計画」も作成し、メンタル

ヘルス（心の健康確保）対策を積極的に推進しましょう！ 

 

 

 

 

参考様式、記載例などはこちら↓をご参照ください。 

年間安全衛生管理計画を作成しましょう！ （青森労働局HP） 

 

「心の健康づくり推進計画」はこちらをご参照ください。 

参考様式 心の健康づくり推進計画（釜石監督署 HP） 

職場のメンタルヘルス対策に取り組みましょう（盛岡監督署 HP） 

建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境

への石綿飛散漏えい防止対策を円滑かつ的確に実施していただくた

めに「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

防止対策徹底マニュアル」を作成し周知しているところですが、令

和８年 2 月同マニュアルが改正されましたのでお知らせします。 

【主な改正点】 

１ 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取につい

て、調査者等以外の者が試料採取する場合は、調査者等の指示

の下で行わせることとしたこと。 

２ 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸

化炭素中毒事故を防止するための対策を明記したこと。 

３ その他、所要の改正を行ったこと。 

詳しくはこちら↓（環境省 HP） 

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html 

 

既にご案内済ですが、令和 8 年１月 1 日着工工事から、解体・改

修・各種設備工事において、一部の工作物に工事に係る石綿（アス

ベスト）が含まれているかどうかの事前調査は、有資格者「工作物

石綿事前調査者」に行わせることが義務付けられています。 

講習会については、情報チャンネル２月号（Ⅷ）をご覧ください。 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 

今年の冬は例年より降雪日が多く、雪かきなど大変でしたね。 

令和８年 1 月の転倒事故も令和６年１月と比較し 2 倍の大幅増加

となりました。 

過去にあった転倒事故の事例をご紹介します。これらは労災補償

の対象だと思いますか？ 

① アパートの玄関を出て階段を降りたところ途中で滑って転んだ 

② 自宅敷地に止めている車に乗ろうとした際、雪で滑って転んだ 

③ 職場内の駐車場に車を止め、降りた際、凍結で滑って転んだ 

④ 職場の近くに自分で借りている駐車場で、滑って転んだ 

【解説】 

① アパートの玄関内は住居内であり、玄関で転んでも労災補償の対

象にはならない。しかし、「共有部分」である階段で負傷した場

合は、通勤災害として労災補償の対象となる。 

※一般公衆が自由に通行できるか否かが判断の要素となる。 

② 住居内で発生したものであり、労災補償の対象にならない。 

③ 一般的に、職場敷地内は就業の場所で会社の支配管理下にあり、

通勤災害ではなく、業務災害として労災補償の対象となる。 

④ 職場敷地内ではなく、職場が用意した駐車場でもないため、通勤

災害として労災補償の対象となる。 

リーフレットは こちら 

HP もご覧ください「通勤災害について」岩手労働局 

 

転倒災害防止対策は こちら（花巻監督署からのお知らせ） 

 

労務管理の資料 こちら（花巻監督署からのお知らせ） 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/houdou/kantoku_houdousiryou_061021_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/houdou/kantoku_houdousiryou_061021_00004.html
https://www.jisha.or.jp/info/campaign/kyoiku/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/houdou/kantoku_houdousiryou_061021_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/houdou/kantoku_houdousiryou_061021_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/roudoukijun_kenkoanzen_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/20250929kokoronokennkouduuri.docx
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/0405mentalhealthplan03_morioka.pdf
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/jyouhou_channel202602.pdf
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/tuukinsaigai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_tentouboushi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo.html#%E5%8A%B4%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%86

